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平成２５年１２月１８日判決言渡   

平成２５年（行ケ）第１００６５号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年９月９日 

判            決 

 

原 告     新 日 本 製 薬 株 式 会 社 

 

訴 訟 代 理 人 弁 護 士     田 中 雅 敏 

同                宇 加 治  恭  子 

同                髙 山 大 地 

同                鶴  利 絵 

同                柏 田 剛 介 

同                生 島 一 哉 

同                新 里 浩 樹 

同                浦 川 雄 基 

同                小  美 佳 

同                池 辺 健 太 

訴 訟 代 理 人 弁 理 士     有  吉  修 一 朗 

同                森 田 靖 之 

 

被 告     株 式 会 社 ボ デ ィ ワ ー ク 

ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

 

訴 訟 代 理 人 弁 理 士     山 田 文 雄 

同                山 田 洋 資 

主 文 
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１ 特許庁が無効２０１２－８９００５４号事件について平成２５年２月１日に

した審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

   主文と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等（当事者間に争いがない。） 

(1) 被告は，別紙商標目録１記載の商標権（以下「本件商標権」といい，そ

の登録商標を「本件商標」という。）を有している。 

原告は，別紙商標目録２記載１ないし３の各商標権（以下，その登録商標

を順次「引用商標１」，「引用商標２」，「引用商標３」といい，これらを

総称して，単に「引用商標」という。）を有している。 

(2) 原告は，平成２４年６月１９日，特許庁に対し，本件商標権の指定商品

中，第３類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をした。特許庁は，

この審判を，無効２０１２－８９００５４号事件として審理した結果，平成

２５年２月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。審判費用は，請求人

の負担とする。」との審決をし，その謄本を，同月１２日，原告に送達した。 

２ 審決の理由 

別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は以下のとおりである。 

(1) 本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから，本件商標は商標法４

条１項１１号に該当しない。 

(2) 本件商標を指定商品に使用しても，取引者・需要者がその商品の出所に

ついて混同するおそれがあるということはできず，本件商標は商標法４条１

項１５号に該当しない。 

(3) 本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから，「不正の目的」の有
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無を検討するまでもなく，本件商標は商標法４条１項１９号に該当しない。 

(4) 本件商標は，それ自体が公の秩序又は善良の風俗を害する構成のものと

はいえず，その出願経過に社会的妥当性を欠く事情があったともいえないか

ら，本件商標は商標法４条１項７号に該当しない。 

(5) よって，本件商標権の指定商品中「化粧品」についての登録は，商標法

４６条１項の規定により無効とすることはできない。 

第３ 原告の主張 

審決には，本件商標と引用商標との類否についての判断の誤り，本件商標が

商品の出所の混同を生じるおそれについての判断の誤り，本件商標に係る不正

の目的及び公序良俗違反に係る判断の誤りがあり，これらの点についての判断

を誤った審決は取り消されるべきである。 

１ 取消事由１（本件商標と引用商標が類似すること） 

本件商標は，１段目に「Ｒａｆｆｉｎｅ」のアルファベット文字を横書きし

て成り，２段目に「Ｓｔｙｌｅ」のアルファベット文字の横書きと円形図形が

配置されていること，１段目の頭文字「Ｒ」及び２段目の頭文字「Ｓ」がそれ

ぞれ大文字で，その余の文字が小文字で表記され，「Ｒａｆｆｉｎｅ」と「Ｓ

ｔｙｌｅ」とは一連一体ではなくそれぞれ独立した単語として捉えられること

からすれば，「Ｒａｆｆｉｎｅ」と「Ｓｔｙｌｅ」とは，外観において分離さ

れている。 

そして，２段目の文字部分は単に「スタイル，型，生活様式」等を意味する

名詞であり，「○○Ｓｔｙｌｅ」又は「○○スタイル」の表記に触れた看者は，

「Ｓｔｙｌｅ」を除いた「○○」の部分に注目し，「○○」の部分が有するブ

ランドのイメージ，関連する商品やサービスを強く想起することが極めて一般

的であることからして，それ自体識別力がないかあるいは非常に弱い一般的な

文字であって，他の単語と組み合わせて使用された場合，「○○のスタイル」

といった具合の意味に把握されるにすぎず，「○○」の部分が看者に強い印象
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を与える要部と把握される。 

また，「Ｒａｆｆｉｎｅ」と「Ｓｔｙｌｅ」を一連一体に捉えた「Ｒａｆｆ

ｉｎｅＳｔｙｌｅ」なる単語は特定の意味を有さない造語として認識される一

方，「Ｒａｆｆｉｎｅ」はフランス語，「Ｓｔｙｌｅ」は英語としてよく知ら

れた単語であり，フランス語と英語の単語を組み合わせた形で一連一体のもの

として把握することは観念上もあり得ない。２段目の「Ｓｔｙｌｅ」の部分か

ら出所識別標識としての観念は生じず，本件商標から「上品な，洗練されたス

タイル，生活様式」という観念が生じるものではない。 

さらに，被告の子会社である株式会社ボディワーク（以下「ボディワーク

社」という。）による本件商標の使用態様に注目しても，ボディワーク社のホ

ームページ（以下「本件ホームページ」という。）に表示されたバナー広告

（以下「本件バナー広告」という。）の構成は，本件商標と文字部分の色彩が

異なる点を除くほか，ほぼ同一の商標と，その下部に「ラフィネの通販サイ

ト」と記載し，ことさら，本件商標の１段目の文字部分「Ｒａｆｆｉｎｅ」を

強調する構成となっており，また，本件ホームページや，本件バナー広告から

ジャンプしたリンク先の通販サイト（以下「本件通販サイト」という。）では，

「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「ラフィネ」の文字が高頻度で現れる画面構成となっ

ている。 

以上によれば，本件商標のうち「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文

字部分は一体的に把握されるものではなく，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分や

その読みである「ラフィネ」を抽出した使用に重点が置かれていることからし

ても，本件商標の要部は，１段目の「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分であると判

断されるべきである。 

そうすると，本件商標の要部である「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分と引用商

標とは，外観・観念・称呼のいずれにおいても類似する商標であると判断され

るべきである。 
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２ 取消事由２（出所混同惹起の可能性があること） 

(1) 原告の化粧品ブランドの周知性 

ア 原告の化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」の商品及び販売実績 

原告は，化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」を冠する製品群を「ラフィ

ネシリーズ」として継続的に販売してきており，これら「ＲＡｆｆＩＮ

Ｅ」を冠する製品群はモイスチャー化粧品にとどまらず，その種類はスキ

ンケア分野及びメイクアップ分野を中心に幅広く展開されている。また，

原告の製品には，その容器にやや図案化した「ＲＡｆｆＩＮＥ」の表記が

されており，一般消費者や化粧品関連の取引者等多数の需要者が，これら

製品の使用や取引に際し，「ＲＡｆｆＩＮＥ」及び「ラフィネ」なる表記

を目にしており，原告の化粧品ブランドの知名度や名声の向上に貢献して

いる。 

また，原告の売上実績を見ると，２００７年の総売上金額は１０９億円

だったのが，その後年々増加し，２０１１年には約２倍の２０７億円に達

しているところ，うち化粧品の売上実績は，２００７年に５９億円で総売

上金額の約５０％程度であったのが，２０１１年以降は，年１６０億円以

上を計上し，総売上金額に占める割合は８０％以上を記録している。この

ように，原告の市場における成長は，化粧品事業が担ってきたのであり，

化粧品の売上げの大部分は，化粧品事業において中心的な位置づけである

「ラフィネシリーズ」の売上げによるものであった。 

このように，原告の売上実績及び売上げに占める「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブ

ランド製品群の寄与率を考慮すれば，「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドが原告

に係る化粧品を示すものとして，需要者に対して広く認識されているとい

える。 

イ 原告の「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドに関する宣伝広告活動 

原告は，化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」に関して，膨大な宣伝広告
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費をかけて，全国紙，雑誌等への広告の掲載やチラシ広告の配布，インフ

ォマーシャルや番組間ＣＭなどのテレビＣＭの実施，ウェブサイト上の広

告や通販サイトにおける販売，各種ノベルティグッズの配布，商品カタロ

グの発送，スポーツイベントへの協賛や地域行事への参加による広報活動

などを通じて積極的な宣伝広告活動を行い，「ＲＡｆｆＩＮＥ」や「ラフ

ィネ」ブランドの認知度やイメージ向上に努めてきた。 

さらに，原告は，２０１２年４月時点において，日本全国に１７店舗の

販売店を展開し，「ＲＡｆｆＩＮＥ」を冠した化粧品を販売している。 

これらの原告の営業努力の結果，「化粧品マーケティング要覧２０１１

年Ｎｏ．１」（株式会社富士経済）によると，化粧品ブランド「ＲＡｆｆ

ＩＮＥ」ないしその製品は，化粧品モイスチャー分野にて，２００８年か

ら２０１１年にかけて，メーカー別シェアで３位，ブランド別シェアで２

位の位置を占めるに至っているなど，そのブランドの認知度は高まってい

る。 

ウ 以上のとおり，原告は化粧品に関して「ＲＡｆｆＩＮＥ」及び「ラフィ

ネ」の表示を用いた宣伝広告活動を継続的かつ広範囲に行っており，これ

を見た需要者層に対し，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの印象を

強く与えている。よって，「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドは化粧品の限られ

た分野だけでなく，化粧品分野全体で，需要者に十分に広く認識されたも

のといえる。 

(2) 出所混同惹起のおそれ 

ア 本件商標は，１段目の「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分が要部であり，本

件商標と原告に係る化粧品「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの表記は，外観・

観念・称呼において類似すること，「○○Ｓｔｙｌｅ」の表記を商標的使

用態様で使用している場合には，一般需要者は「○○」なるブランドと関

連があるものと理解するものであり，被告が本件商標を使用した場合に，
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一般需要者が，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」又は「ラフィネ」ブランド

の化粧品に何らかの関連があるものと認識する可能性は十分に存在するこ

と，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」又は「ラフィネ」ブランドは化粧品の

需要者層に広く認識されていることからすれば，被告が本件商標を化粧品

に使用した場合に，需要者が出所の混同を生じるおそれは十分に存在する。 

イ 前述の本件バナー広告は，３段目に「ラフィネの通販サイト」とあり，

「ラフィネ」の文字部分のみが使用されていること，本件ホームページや

本件通販サイトでは「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「ラフィネ」の文字が高頻度

で現れている画面構成となっていることから，本件バナー広告に触れた一

般需要者が，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分のみを認識し，通販サイトにおい

て出所の混同を生じる可能性が十分に存在する。また，本件通販サイトに

掲載された化粧品を見ると，そのブランドに統一性はなく，また，製品名

のみが記載された商品もあり，どのメーカーの商品であるのか本件通販サ

イトの表示からは不明であるから，本件通販サイトを訪れた一般需要者が，

本件バナー広告の存在を根拠に，同サイト上に原告の「ＲＡｆｆＩＮＥ」

ブランドの化粧品を探すことも十分に考えられる。 

よって，ボディワーク社による本件商標の使用状況に鑑みても，本件商

標は，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの化粧品と出所の混同を生

じるおそれがあると判断されるべきである。 

ウ  原告は，「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの化粧品の注文を受けるコール

センターにおいて，ボディワーク社に係るリラクゼーション施設と原告に

係る化粧品との関連の有無について問合せを受けることがある。このよう

に，ボディワーク社のリラクゼーション施設と原告のブランド名とが誤認

されている状況がある中で，被告が本件商標を使用した場合には，一般需

要者が，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」又は「ラフィネ」ブランドの化粧

品に何らかの関連があるものと認識する可能性は十分に存在する。 
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エ 原告は，商品カタログの名称として，「ＲＡｆｆＩＮＥ ＳＴＹＬＥ」

の名称を過去に使用し，その発行部数は累計で９３０万部以上に及んでい

た。このように，原告に係る「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドが「Ｓｔｙｌ

ｅ」を付して使用されていたことから，商品カタログを見たことのある一

般需要者が，本件商標に触れた場合には，より一層，混同を生じるおそれ

が高くなるといえる。 

オ 原告が通販サイトによりブランドの販売を拡大してきた経緯からすれば，

一般需要者に対しても，通販サイトと「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの化粧

品との間の関連性が印象付けられているといえる。この状況下で，本件商

標を通販サイトに使用した場合，一般需要者が原告に係る「ＲＡｆｆＩＮ

Ｅ」又は「ラフィネ」ブランドの化粧品に何らかの関連があるものと認識

する可能性があり，さらに，通販サイトに化粧品が取り扱われていた場合

には，出所の混同が生じる可能性はより一層強まる。 

カ 以上の点から，本件商標は，原告に係る化粧品の「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブ

ランドと出所の混同を生じるおそれがあると判断されるべきである。 

３ 取消事由３（「不正の目的」が存在すること） 

  本件商標と原告の「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの表記が類似していること，

原告のブランドは化粧品の需要者層に広く知られたものであること，被告は，

本件バナー広告の使用を行うべく本件商標について商標権を取得したことを明

らかにしていることからすれば，ボディワーク社による本件バナー広告の使用

により，原告の「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドとの出所の混同が生じ，被告が不

正の利益を得る一方，原告は損害を加えられたこととなるから，本件商標は不

正の目的をもって使用するものと判断されるべきである。 

４ 取消事由４（公序良俗違反） 

  本件商標と引用商標及び原告の「ＲＡｆｆＩＮＥ」ブランドの表記が類似し，

原告のブランドは化粧品の需要者層に広く知られたものであり，本件商標は不
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正の目的をもって使用されるものであることから，本件商標の使用は，社会公

共の利益に反し，公序良俗に違反するものと判断されるべきである。 

第４ 被告の主張 

１ 取消事由１について 

  本件商標からは「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分が要部として認識されること

はなく，本件商標は引用商標と外観，観念，称呼のいずれにおいても非類似の

商標である。 

(1) 本件商標は，たとえ文字部分が二段書きに書されていても，全体として

まとまりよく配置され，一体的に看取できるから，これから生じる称呼は

「ラフィネスタイル」とするのが常識的であり，「Ｒａｆｆｉｎｅ」にのみ

注目して「ラフィネ」と称呼されることはほとんどないというべきである。

よって，称呼上，引用商標とは非類似である。 

  「Ｒａｆｆｉｎｅ」はフランス語で「上品な，洗練された」の意味であり，

「Ｓｔｙｌｅ」は英語で「表現方法，生活様式，暮らし方」などの意味であ

るから，両者が一体となった「Ｒａｆｆｉｎｅ Ｓｔｙｌｅ」では，「上品

な，又は洗練された表現，生活様式，暮らし方」を暗示させ，生活全体のス

タイルに資するものであるかのような一定の観念を看者に抱かせるものであ

る。これに対し，引用商標のように単なる「ＲＡｆｆＩＮＥ」などの文字だ

けでは，単に「上品な，洗練された」の意味しかないから，指定商品「化粧

品」に使用すれば，「上品な洗練された化粧品」と看者に観念させるにすぎ

ない。 

  日本国内での通常の取引者及び需要者にとっては，たとえ異なる国の言語

の単語の組合せであっても，それぞれの意味合いを組み合わせたものが違和

感のない統一的な印象を与えるのであれば，一体不可分の造語として認識・

把握するものであるから，本件商標の１段目と２段目が全体としてまとまり

よく一体的に看取できる以上，これから生じる称呼は「ラフィネスタイル」
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であり，引用商標を含む原告化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」と相紛れる

ことはなく非類似である。 

  原告は「○○Ｓｔｙｌｅ」の表記は，「○○」というブランドと何らかの

関係を持った状態で使用され，通常は「Ｓｔｙｌｅ」を除いた「○○」の部

分で識別されると主張する。しかし，「○○」ブランドの商品を販売あるい

は紹介するウェブサイトにおいて「○○Ｓｔｙｌｅ」が用いられるのであれ

ば，「○○」ブランドに関連する記事がある以上，「○○Ｓｔｙｌｅ」の表

記の中で「○○」に注意が向くのは当然のことである。また，「○○」が著

名ブランドであれば，「○○」への注意はより顕著となるが，「Ｒａｆｆｉ

ｎｅ」は著名とはいえず，原告ブランドは広く知られたものではない。 

「○○Ｓｔｙｌｅ」の表記から「○○」だけで識別されるか，「○○Ｓｔ

ｙｌｅ」全体で識別されるかは，結局「○○Ｓｔｙｌｅ」が一体性のあるも

のかどうかによって判断すべきであり，本件商標中の「Ｒａｆｆｉｎｅ Ｓ

ｔｙｌｅ」は，前述のとおり一体性のある言葉であるから，「○○Ｓｔｙｌ

ｅ」の表記であるからといって，「○○」部分が特に識別されるものではな

い。 

(2) 原告は，本件ホームページや本件通販サイトにおける「Ｒａｆｆｉｎ

ｅ」や「ラフィネ」の文字の使用状況や，本件バナー広告の構成に照らして

も，本件商標の要部は「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分であると主張する。 

  しかるに，ボディワーク社がリフレクソロジー，ボディケア，マッサージ

などのサービスを行っており，「Ｒａｆｆｉｎｅ／ラフィネ」ブランドは平

成１２年から既に商標登録を受け，広く知られたものとなっていること，そ

の店舗「ラフィネ」が全国展開しており，リラクゼーションマッサージの分

野では広く知られたものとなっていることからすれば，本件ホームページや

本件通販サイト，本件バナー広告を見ても，リラクゼーションサロン「ラフ

ィネ」が通販サイトを運営しており，その通販サイト名は「Ｒａｆｆｉｎｅ 
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Ｓｔｙｌｅ」であること，本件通販サイトにおける「ラフィネ」の文字はマ

ッサージ・ボディケアサービスの商標名であることを認識できるのみである。 

よって，本件通販サイトのサイト名が「ラフィネ」であると理解されるこ

とはないから，原告の指摘する点は「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分を要部と解す

べき理由とはならない。 

２ 取消事由２について 

  原告の化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」は本件商標とは非類似の商標であ

ること，需要者間で周知性を獲得しているとはいえないこと，需要者が本件通

販サイトで販売されている化粧品を原告の化粧品と誤認して購入するおそれは

あり得ないことなどに照らせば，本件商標の使用によって出所の混同を惹起す

るおそれは存在しない。 

(1) 原告の化粧品ブランドの周知性について 

  原告は，広告宣伝活動によって，化粧品の需要者に化粧品「ＲＡｆｆＩＮ

Ｅ」ブランドが広く認識されていると主張するが，原告が実際に広告宣伝活

動や販売活動で使用しており，その結果需要者に広く知られることになると

考えられるものは「ＲＡｆｆＩＮＥ」ではなく「ラフィネパーフェクトワ

ン」ないし「パーフェクトワン」である。「ＲＡｆｆＩＮＥ」そのものもあ

る程度は認識されていたかもしれないものの，周知性を獲得しているという

のは根拠がない。 

(2) 本件バナー広告の意味及び使用状況について 

  本件バナー広告が表記された本件ホームページでは，リフレクソロジー，

ボディケア，マッサージなどのサービスを行っているボディワーク社の展開

しているリラクゼーション施設として「Ｒａｆｆｉｎｅ／ラフィネ」を紹介

していること，リラクゼーション施設の「ラフィネ」は全国展開しており，

リラクゼーションマッサージの分野では広く知られていることに照らせば，

本件バナー広告の３段目の「ラフィネの通販サイト」とは，リラクゼーショ
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ン施設の「ラフィネ」が行っている通販サイトであると直ちに認識し，その

通販サイト名は「Ｒａｆｆｉｎｅ Ｓｔｙｌｅ」であると理解するのが自然

であり，原告の化粧品ブランド「ＲＡｆｆＩＮＥ」と出所を混同するおそれ

は存在しない。 

  なお，本件バナー広告のうち「ラフィネ」の文字が独立して認識されると

しても，この「ラフィネ」と本件商標とは非類似であるから，本件バナー広

告の使用は本件商標ないしこれに類似する商標の使用とはならない。 

  本件通販サイトにおいて紹介されている化粧品については，個別に各メー

カーや製品名が記載されているから，本件通販サイトで紹介されている化粧

品を原告の化粧品「ＲＡｆｆＩＮＥ」と誤認して購入することはあり得ない。 

(3) 出所の混同が生じている事実について 

  原告が指摘する一般需要者からの問合せは，マッサージ店の「ラフィネ」

との関係を問い合わせるものがほとんどである。被告は，原告が「ＲＡｆｆ

ＩＮＥ」ブランドを使用するはるか以前の平成１２年からラフィネ関連の商

標を登録・使用し，その店舗「ラフィネ」を全国展開してきたため，店頭販

売がほとんどなく通信販売を主体とする原告の化粧品の通販サイトや広告を

見た一般需要者が，ボディワーク社の店舗と関連があるかのように錯覚する

のである。 

  ただし，互いの商品や役務が異なる以上，実際に間違えて商品を購入した

り，役務の提供を受けることはなく，現実には出所の混同のおそれはない。 

３ 取消事由３について 

  被告は，引用商標の出願より前に登録を受けた先行商標を保有しており，本

件商標はそのうちの一つと社会通念上同一と言えるものであるが，新たに第１

類について権利取得の要請があり，それを機会に第３類を含めて本件商標の登

録を出願したものであり，何ら不正の目的は存在しない。 

  そもそも，本件商標は「ＲＡｆｆＩＮＥ」とは非類似であり出所の混同を生
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じるおそれはないから，不正の目的が入る余地もない。 

４ 取消事由４について 

  本件商標は，「ＲＡｆｆＩＮＥ」とは非類似の商標であり，原告化粧品ブラ

ンドの「ＲＡｆｆＩＮＥ」が化粧品分野全体の需要者に広く認識されたものと

はいえず，さらに，本件商標の登録の出願に不正の目的も存在しないから，公

序良俗違反に該当するものではない。 

第５ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，審決には本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りが

あり，この判断の誤りは審決の結論に影響するものであるから，審決は取り消

されるべきであると判断する。その理由は次のとおりである。 

１ 取消事由１について 

(1) 本件商標の構成 

本件商標は，別紙商標目録１のとおり，緑色の「Ｒａｆｆｉｎｅ」と「Ｓ

ｔｙｌｅ」の各文字が二段に表記され（以下「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌ

ｅ」という。），「Ｓｔｙｌｅ」の右横に，縁部に緑色の「ＷＥ ＬＯＶＥ 

ＨＥＡＲＴＦＵＬ ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ」の文字が環状に配置され，中央

部に緑色の四つ葉状ないし花弁状の模様がある黄緑色の円形図形（以下「四

つ葉マーク」という。）が配置されて成るものである。「Ｒａｆｆｉｎｅ／

Ｓｔｙｌｅ」の各文字には同じ字体が使用されており，四つ葉マーク内の

「ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＥＡＲＴＦＵＬ ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ」の文字に比

べると，かなり大きく表記されているため，本件商標のうち，目を惹く部分

は「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」と四つ葉マークであり，これらがひとま

とまりのものとして取引者及び需要者に認識されるものと認められる。なお，

四つ葉マーク内の上記文字自体は，極めて小さく記載されているため，取引

者及び需要者が認識することはやや困難である。 

(2) 引用商標の構成 
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引用商標１は「ＲＡＦＦＩＮＥ」の標準文字から成る商標であり，引用商

標２は「ＲＡｆｆＩＮＥ」の標準文字から成る商標である。引用商標３は，

別紙商標目録２記載３のとおり「ＲＡｆｆＩＮＥ」の文字から成る商標であ

るが，うち「ｆｆ」の部分はそれ以外の部分とは異なり，やや図案化された

字体によって表記されている。 

(3) 本件商標と引用商標との類否 

  「Ｒａｆｆｉｎｅ」という語は，フランス語で，語尾にアクセント記号を

付した「ｒａｆｆｉｎé」が「精製された，洗練された，気のきいた，上品

な，凝った」などの意味を有する形容詞（白水社「仏和大辞典」参照）であ

るが，我が国において一般的に知られた語ではなく，そのため，「Ｒａｆｆ

ｉｎｅ」や「ラフィネ」は，その外観や称呼がかえって取引者や需要者に独

特の印象を与えると認められる。 

  これに対し，「Ｓｔｙｌｅ」という語は，英語で「やり方，流儀，方式，

…流，…式，構え，態度，様子，風采，でき，格好，形，文体，表現法，様

式」などの意味を有する名詞（研究社「リーダーズ英和辞典」参照）であり，

これを片仮名で表記した「スタイル」が「すがた，風采，格好，様式，型」

（岩波書店「広辞苑」第６版参照）などの意味を有する外来語として広く用

いられるなど，我が国においては一般的に知られた語であると認められる。 

  そして，「Ｓｔｙｌｅ」の語は，これを特定の商標と組み合わせて，「○

○流」や「○○様式」などの意味合いで「○○Ｓｔｙｌｅ」のように用いら

れることは周知の事実であり，この場合には，「○○」商標と同じ商品や役

務の出所を表示するものとして用いられているものと認められる。 

  したがって，本件商標に接する取引者及び需要者は，専ら「Ｒａｆｆｉｎ

ｅ」の部分が商品や役務の出所を表示する出所識別標識であり，「Ｓｔｙｌ

ｅ」の部分には「…流」「…様式」という意味合いがあるにすぎず，それの

みでは出所識別標識とはいえないものと認識するのであり，結局，本件商標
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は，「Ｒａｆｆｉｎｅ」を主たる出所識別標識とする商標と認識されるもの

と認められる。 

  なお，本件商標中の四つ葉マークについては，四つ葉マーク自体はありふ

れた模様であるから出所識別標識としては弱いこと，同マーク内の文字部分

は，「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」の文字部分に比べて相当に小さく表記

されているものであり，またそもそも「私たちは心からのくつろぎを愛す

る。」と訳されるものであり，商品や役務の出所を表すのではなく専ら被告

の企業ないし業務の理念を表しているにすぎないことなどからすると，四つ

葉マークは，全体として出所識別機能が弱い図形商標にすぎないものと認め

るのが相当である。 

  そして，本件商標の「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分と引用商標とを比較すると，

外観については，両者は字体や大文字・小文字の使用箇所においては相違す

るものの，同一のフランス語の単語である「ｒａｆｆｉｎé」から採られた

もので，同じ綴りであることからすればほぼ同一であるということができ，

また，いずれも一般的には，ローマ字読みで「ラフィネ」という称呼が生じ

る点で同一である（なお，フランス語の「ｒａｆｆｉｎé」の語は，「ラフ

ィネ」と発音される。）。そうすると，我が国において一般的に知られた語

ではないことから，必ずしも特段の観念が生じるとはいえないことを措いて

も，両者はほぼ同一というべきである。 

  よって，引用商標は，本件商標とその出所識別標識となる部分において，

外観及び称呼においてほぼ同一であり，全体としても類似するものと認めら

れる。 

(4) 被告の主張について 

 被告は，本件商標の「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」の部分は全体として

まとまりよく配置され，一体的に看取できるし，全体として「上品な，又は

洗練された表現，生活様式，暮らし方」を暗示させ，生活全体のスタイルに
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資するものであるかのような一定の観念を看者に抱かせる，などとして，引

用商標とは，称呼，観念及び外観において相違し，また，「○○Ｓｔｙｌ

ｅ」の場合でも，「○○」が著名ではない場合や，「○○Ｓｔｙｌｅ」が一

体性のあるものである場合には，「○○」の部分が特に識別されるわけでは

ない旨主張する。 

 しかしながら，「Ｒａｆｆｉｎｅ」という語が我が国において一般的に知

られた語ではないためにかえって取引者や需要者に独特の印象を与えること

により，出所識別標識として認識されるのに対して，「Ｓｔｙｌｅ」という

語については，特定の商標と組み合わせて用いられた場合には，「…流」

「…様式」という意味合いがあるにすぎないと認識されることが多いと考え

られることは前記説示のとおりである。そして，このことは，「Ｒａｆｆｉ

ｎｅ」の標章が出所識別標識と認められ得るものであればよく，同標章が商

標として著名であることまでは要しないのである。また，このことは，本件

商標のように「○○Ｓｔｙｌｅ」が一体性のあるものとして表示されていて

も変わりはない。 

したがって，本件商標は，「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」と四つ葉マー

クから成り，ひとまとまりの商標として認識されるものであるものの，本件

商標のうち主たる出所識別機能がある部分は前記説示のとおり「Ｒａｆｆｉ

ｎｅ」の部分であり，本件商標は，この出所識別機能のある標章部分におい

て，引用商標と称呼及び外観においてほぼ同一であることも前記説示のとお

りである。 

  (5) 以上によれば，本件商標は，その出願日前の商標登録出願に係る原告の

登録商標と類似する商標であり，その指定商品も第３類「化粧品」において

同一であるから，商標法４条１項１１号の無効理由を有するものである。 

２ 結論 

以上によれば，原告の主張する取消事由１は理由があるから，他の取消事由
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について判断するまでもなく，原告の請求は理由がある。 

よって，審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第３部 

 

 

 

        裁判長裁判官     設   樂      一 

 

 

 

           裁判官     田   中   正   哉 

 

 

 

           裁判官     神   谷   厚   毅 
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（別紙）�

商 標 目 録 １ 

 

登録第５４９４２６２号�

出願日   平成２３年１１月１１日�

登録日   平成２４年５月１８日�

商標の構成�

�

�

�

�

指定商品�

第１類 水，窒素化合物，界面活性剤，化学剤，その他の化学品，人工甘味料�

第３類 せっけん類，歯磨き，化粧品，アロマオイル，エッセンシャルオイ

ル，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食

品香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し

布，つけづめ，つけまつ毛�
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（別紙） 

商 標 目 録 ２ 

 

１ 登録第５４０８５８９号 

  出願日   平成２２年１１月２日 

  登録日   平成２３年４月２２日 

  商標の構成（標準文字）  ＲＡＦＦＩＮＥ 

指定商品 

第３類 化粧品，つけづめ，つけまつ毛 

第８類 ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ

アセット，アイロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五

徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，

火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。） 

第２１類 化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），携帯用化粧用具入れ，

洋服ブラシ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペン

サー，花瓶，水盤，風鈴，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリー

ナー，シューツリー 

第２６類 つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除

く。），編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，造花の

花輪，靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金

具 

 

２ 登録第５４１１２１８号 

  出願日   平成２２年８月２４日 

  登録日   平成２３年５月１３日 

  商標の構成（標準文字）  ＲＡｆｆＩＮＥ 
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  指定商品 

  第３類 化粧品，つけづめ，つけまつ毛 

 

３ 登録第５４３１３１５号 

  出願日   平成２３年２月４日 

  登録日   平成２３年８月１２日 

  商標の構成 

 

 

 

指定商品 

第３類 化粧品，つけづめ，つけまつ毛 

第８類 ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ

アセット，アイロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五

徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，

火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。） 

第２１類 化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），中身入りの携帯用化粧

用具入れ，洋服ブラシ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用

ディスペンサー，花瓶，水盤，風鈴 

第２６類 つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除

く。），編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱 


